
（別紙３） 

 
学生の皆さんへ：就職活動，インターンシップ活動について 

 
令和２年４月９日 

一部改正 令和２年７月８日 
一部改正 令和３年４月７日 

福井大学学務部キャリア支援課 
 
 国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ，感染防止対策のため県外との移動が制

限される中で，学生の皆さんにおかれては就職活動，インターンシップ活動を行うにあたって大変

不安かと思います。キャリア支援課では引き続き学生一人一人の状況に寄り添って支援をしていき

たいと思っています。わからないことや，心配なことがあれば，どんな小さなことでもいいので，

キャリア支援課に相談してください。 
 
・ 授業日程が変更になることがあります。大学のホームページや学生ポータルで最新の情報をチ

ェックし，就職活動や，インターンシップのスケジュールを立ててください。 
 
・ 授業や研究，移動制限のため企業等の採用活動と日程が合わない場合は，企業の採用担当者に連

絡を取り，福井大学の状況を説明の上，調整を行ってください。 
 
・ 出席日数不足やレポートの提出が遅れるなどで単位が取れないと卒業できなくなることがあり

ます。就職活動やインターンシップ参加で授業を受けないことは認められません。注意してくだ

さい。 
 
・ インターネットや SNS，企業が発信している情報を利用し，十分に企業研究を行ってください。 
 OB, OG との直接の訪問，面談は自粛し，電話やネットで話ができないか交渉してください。 
 
・ 会社説明会やインターンシップ，採用試験の多くが WEB で行われるようになっています。実施

方法と日程を各企業のホームページ，または，メールや電話で問い合わせて，十分に確認し，余

裕を持って行動してください。 
 なお，WEB 面接，説明会等を受ける環境が用意できない場合は，キャリア支援課に相談くださ

い。 
 
・ やむを得ず就職活動等のために県外に移動する場合は，「新型コロナウイルス感染防止に向けた

学生の行動指針」の２．（１）に従って行動し，発熱・咳・全身の倦怠感等風邪様の症状がある

場合は，２．（３），（４）のとおり行動してください。 
 
・ 応募書類について 

健康診断書：４月に健康診断を受診した学生は，６月上旬には自動発行機で出すことができる

ようになります。やむを得ず受診できなかった学生で診断書の提出が必要な場合

は医療機関で健康診断を受診する必要があります。受診する医療機関については

保健管理センターでご相談ください。なお，提出先の企業等には診断書の提出が

遅れること，発行でき次第送付することを添書等で伝えてください。 
なお，成績証明書，卒業・修了見込証明書は自動発行機で発行ができます。郵送を希望する場

合は，大学ホームページの＞学生生活・就職＞教務関係＞証明書発行関係（在学生）で確認く

ださい。 


